
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

平成２７年度三重労働局における均等法等の施行状況について 

 ～マタニティハラスメントの相談が 3割増～ 

三重労働局では、このほど平成27年度の男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、 

パートタイム労働法に関する相談、是正指導の状況について取りまとめましたので、 

公表します。 

 

 
【相談の状況】 

○ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法３法をあわせた全体 

の相談件数は1,458件で、平成26年度（1,828件）に比べ約 2割減少した。 

法律別では、育児・介護休業法関係が 768件（52.7%）と最も多く全体の半数以上を 

占めている。 

○ 相談を内容別でみると、「育児休業」に関する相談が最も多く 206件（14.1%）、次い 

で多いのが「妊娠・出産、育児休業等を理由とした不利益取扱い（いわゆるマタニティ 

ハラスメント）」の相談で140件（9.6％）で、前年度（108件）に比べ約 3割増加した。 

 3番目に多いのが「セクシュアルハラスメント」の128件（8.8％）で、前年度に比べ 

ほぼ半減した。 

               

相談の内容（上位 3位） 平成27年度 平成26年度 増減率 

① 育児休業 206件 202件 ＋2.0％ 

② マタニティハラスメント 140件 108件 ＋29.6％ 

③ セクシュアルハラスメント 128件 218件 －41.3％ 

 

【行政指導の状況】 

○ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に基づき、延べ305事 

業場に対し雇用管理状況を把握するための調査を行い、そのうち274事業場に対し、 

1084件（前年度比 122件、12.7ポイント増）の法違反事項について是正指導を行った。 

○ 指導の内容としては、セクシュアルハラスメント防止対策に関するものが 109件 

（10.0％）と最も多かった。 
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【今後の取組】 

○ 三重労働局では、「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い（いわゆるマ 

タニティハラスメント）」に関する相談が増加していることから、これらの問題を防止 

するため、関係機関と連携しながら法律上の措置について広く周知を図るとともに、男 

女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に照らし違反が認められる場合は、厳正に対処 

していくこととする。 

 

○ また、事業主に対し法に基づいた雇用管理が行われるよう啓発指導を行うとともに、 

女性の活躍を推進するため、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進など働き方の 

改革に関する理解を促進し、すべての人が働きやすい職場環境の整備が図られるよう取 

り組むこととする。 
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